
令和４年度「奨学のための給付金」申請についてのお知らせ
（返済不要の給付金です）

すべての意志のある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費を支援するため、

県民税・市町村民税所得割額が非課税である世帯の高校生等に対し、奨学のための給付金を支給します。

R４新潟県内の国立高等学校等に在学している方向け

基準日（令和４年7月１日）において、次のすべてに該当する世帯が対象となります。

① 保護者等全員の県民税所得割額と市町村民税所得割額が非課税であること
（生活保護（生業扶助）受給世帯を含む）

② 生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者であること
※高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制は４８月）を

超えていないこと

③ 保護者等が新潟県内に在住していること

【注意】ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

・両親またはどちらか一方が海外在住で、保護者等全員の令和４年度の県民税・市町村民税所得割が非課税であることを
確認できない場合

・生徒に児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)）が支給
されている場合

・生徒が基準日（令和４年７月１日）時点において休学している場合

１ 対象となる世帯（対象要件)

２ 生徒一人あたりの支給年額 ※（ ）の額は１年生で前倒し給付を受けた場合の支給額

給付金は、授業料以外の教育費（教科書費、学用品費、修学旅行費など）の負担軽減を目的
としています。

学校に納入しなければならない諸会費等が未納となっている場合は、給付金を活用するように
してください。

３ 給付金の使途について

１

◎授業料に充てる高等学校等就学支援金とは別の制度で、授業料以外の教育費
（教科書費、学用品費、修学旅行費など）の負担軽減を目的としています。

◎支給を受けるには、下記要件に該当した上で、 申請する必要があります。

※第１子、第２子の考え方については、２ページ「４ 対象支給額確認シート」で確認してください。

※支給回数は、生徒一人につき年１回、通算３回（定時制の高等学校は通算４回）を上限とします。

（ただし、年度ごとに申請が必要です。）

該当者のみ配布・提出

下記要件に該当した上で

区 分 全日制・定時制

Ⅰ 生活保護受給世帯
32,300円

（24,300円）

Ⅱ
県民税・市町村民税所得割額が
非課税である世帯

第１子
114,100円

（86,100円）

第２子以降
143,700円

（115,700円）

均等割額を納めていても、
所得割額が０円であれば
対象です！



４ 対象支給額確認シート

２

(注３)

保護者の居住地の都道

府県にお問合せください

該当しません

３２，３００円

（２４，３００円）

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

保護者等（注１）の居住地は新潟県ですか？

はい

７月１日現在、通学していますか？（休学していない）

はい いいえ

保護者等全員の「県民税所得割額と市町村民税所得割額」が０円（非課税）ですか？

いいえはいS

７月１日現在、生活保護（生業扶助あり）を受給していますか？

世帯に全日制・定時制の高校生のほかに、通信制の高校生等はいますか？

高校生等以外に扶養されている１５歳（中学生を除く）以上２３歳未満

の兄弟姉妹（大学生、特別支援学校生、アルバイト、無職等）がいま

すか？（注２）

いいえ

いいえ

はい いいえ

世帯に、全日制・定時制の高校生等が複数いますか？

１４３，７００円

（１１５，７００円）

１１４，１００円

（８６，１００円）

提出書類は、☞３ページ 「６ 提出する書類」

該当しません

該当しません

生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者ですか？

※高等学校等に在学した期間が通算して36月（定時制は48月）を超える場合は該当しません。

はい いいえ

申請する高校生等には、全日制・定時制

の高校生の兄・姉がいますか？

はい いいえ

５ 申請書の提出

【申請書の入手方法】 在学している学校から入手してください

【提出期限・提出先】 ３ページ「６ 提出する書類」にある必要書類を、学校が指定
する日までに学校担当者へ提出してください。

※申請書類には重要な個人情報がありますので、書類の紛失がないよう十分注意してください。

（注１）保護者等とは、生徒が未成年の場合は、主に親権を行う者（親権を行う者がいない場合は、未成年後見人）となります。
生徒が成人している場合や未成年の生徒に親権者がいない場合は、主たる生計維持者（主たる生計維持者もいない場合は、
生徒本人）です。保護者等の考え方は、就学支援金制度と同様です。

（注２）令和４年７月１日現在で１５歳以上２３歳未満となる生年月日は、年齢の計算に関する法律により次のとおりとなります。
平成１１年７月３日～平成１９年７月２日

（注３）（）の金額は、前倒し給付を受けた場合の支給額です。



必ず提出
一部の
方のみ該当する「世帯」に応じて、必要な書類を提出してください。

Ⅰ 生活保護（生業扶助）受給世帯 ･･･････････････････ ① ② ③

Ⅱ 県民税・市町村民税所得割が非課税である世帯 ･････ ① ② ④ ⑤

３

「就学支援金」申請の際にマイナンバーカード（写）等を提出いただいた場合でも、
非課税世帯の方が「奨学のための給付金」を申請する際は、制度が異なるため
改めてマイナンバーカード（写）等の提出が必要となりますのでご注意ください。

世帯区分 提 出 書 類

Ⅰ、Ⅱ世帯

共通

① 奨学のための給付金受給申請書（様式第１－1号）

・ 両面を漏れのないよう記入してください（生活保護（生業扶助）受給世帯は表面のみ）。

② 振込口座登録申込書（様式第３号）・・・必要な方のみ提出

・ 授業料等・諸会費振替口座を登録していない又は口座名義人を保護者に指定していない方、その他
特別な理由により別の口座に振込を希望される方は，学校事務室より「振込口座登録申込書(様式第3
号)」を受け取り、提出してください。

Ⅰ世帯 のみ

※ 令和４年７

月１日時点で生

活保護(生業扶

助)を受給して

いる世帯のみ

③ 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書（別紙）

・福祉事務所発行の受給証明書を提出してください。

または、令和４年７月１日において生業扶助（高等学校等就学費）を受けていることが確認できる

「生活保護受給証明書（生徒と保護者の氏名が記載されたもの）」で代えることができます。

※生業扶助受給世帯はマイナンバーの提出は不要です。

Ⅱ世帯 のみ

※ 県民税・市

町村民税所得割

が非課税である

世帯のみ

④ 個人番号(マイナンバー)カード(写)等貼付台紙（様式第２号）

・保護者等全員分（保護者が親権者（両親）ならば両親2名分）のマイナンバー書類（下表１～３の
いずれか）の写しを提出してください。

・ 必ず同封のマイナンバー等用封筒（長３封筒）に入れて提出してください。

郵送及び生徒本人以外の持参により学校へ提出する場合は、保護者等の本人確認書類（運転免許証や
パスポート等の写真付き身分証明書（※））を併せて提出してください。

（※）上記がない場合は、国民健康保険の被保険者証と年金手帳などの写真付きでない身分証明書を２つ以上

該
当
す
る
方
の
み

⑤ 兄弟姉妹の健康保険証（扶養確認書類）の写し･･該当する方のみ

・申請者に扶養されている15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合は、
当該兄弟姉妹分の健康保険証の写しを提出してください（生徒本人分の提出は不要）。

６ 提出する書類

７ 審査結果と支給時期

12月下旬までに認定(不認定)の通知書を学校を通じて配付し、振込口座登録申込書の口座に振
込みます。

提出するマイナンバー書類 注意事項

１ マイナンバーカードの写し マイナンバーや氏名が鮮明に見えるように、両面コピーしてください。

２ マイナンバー通知カードの写し 氏名や住所に変更がない場合又は正しく変更手続きが取られてい
る場合に限ります。（変更記載がある場合は、両面コピー）

３ マイナンバーが記載された住民票
の写し

台紙に貼り付けずにそのまま提出してください。（切り取り不可）
６ヶ月以内の発行日のものを提出してください。（コピー可）



８ 奨学のための給付金に関するＱ＆Ａ

お 問 い 合 わ せ 先

新潟県就学支援金等支給事務センター（新潟県教育庁財務課）

☎025－280－5143 ☎ 025－280－5097

（受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日を除く）９時～１７時）

ＨＰ （http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikuzaimu/1356789784647.html）

Ｑ１ 生徒は新潟県内の高校に在学していますが、両親は他県で生活しています。給付金は申
請できますか？
給付金は保護者がお住まいの都道府県から支給されます。各都道府県で制度の詳細や申請手続きが異なり
ますので、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

Ｑ２ 県民税均等割額と市町村民税均等割額が０円でないのですが、申請できますか？
保護者等全員（父母の場合は二人とも）の県民税所得割額と市町村民税所得割額が０円（非課税）であれ
ば、申請できます。

Ｑ３ 両親と祖父母と同居しています。同居している家族全員の県民税所得割額と市町村民税
所得割額が０円（非課税）でなければ、申請できませんか？
保護者（主に両親）の県民税所得割額と市町村民税所得割額が０円（非課税）であれば、同居している他
の家族の県民税所得割額と市町村民税所得割額が０円（非課税）でなくても、申請できます。

Ｑ４ ８月に父母が離婚し、母が親権者となりました。母の課税証明書のみを添付して、申請
はできますか？
基準日となる７月１日時点での保護者は父と母でしたので、その後変更があったとしても、保護者は父母
両名となります。父母二人ともが県民税所得割額と市町村民税所得割額が０円であれば、父母の分の証明書
等を添付して申請できます。

Ｑ５ 生活保護を受給していますが、この給付金の支給を受けると収入と認定されてしまうの
でしょうか？
福祉事務所において就学のために必要と認められると判断した場合は、生活保護における収入認定から除
外されます。担当の福祉事務所とも十分に相談し、不明な点はお問い合わせください。

Ｑ６ ６月まで生活保護（生業扶助あり）を受給していましたが、７月から生活保護を受給し
なくなりました。申請できますか？
基準日となる７月１日時点で生活保護を受給していないため、「生活保護世帯」で申請はできませんが、
令和４年度の県民税所得割額と市町村民税所得割額が０円（非課税）であれば、「非課税世帯」として、
申請できます。

Ｑ７ 高校生の兄弟姉妹がいますが、まとめて申請できますか？
兄弟姉妹をまとめて１つの申請書では申請できません。必ず、生徒一人ごとに申請書を作成し、在学する
学校へ提出してください。

保護者が〇〇県に在住
生徒が新潟県の学校に在学

新潟県

保護者 生徒

○○県

保護者が新潟県に在住
生徒が〇〇県の学校に在学

○○県

保護者 生徒

新潟県から給付○○県から給付

新潟県

４

http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikuzaimu/1356789784647.html

